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改正後 改正前 

地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係

る部分）の施行に関する取扱いについて 

地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係

る部分）の施行に関する取扱いについて 

（昭和２７年９月２９日 自乙発第２４５号）

 
改正 昭和２８年 ３月２６日自乙発第２０９号 
   昭和２８年１２月 ２日自乙発第８８５号 
   昭和２９年 ８月２１日自乙発第 ６８ 号 
   昭和３５年 ６月１４日自乙発第 １ 号 
   昭和３６年 ６月２９日自乙発第 ２ 号 
   昭和３８年１１月２８日自乙発第 ７ 号 
   昭和４０年 １月１６日自治企一第 ４ 号 
   昭和４１年 ７月 ５日自治企一第１０５号 
   昭和４２年 ２月 ８日自治企一第 １９ 号 
   昭和４４年１０月２１日自治企一第 ８０ 号 
   昭和４５年１０月１５日自治企一第 ８０ 号 
   昭和５１年１１月２６日自治企一第１６９号 
   昭和５８年 １月１７日自治企一第 ２ 号 
   昭和６１年 ５月３０日自治企一第 ６２ 号 
   平成 元 年 ７月１２日自治企一第 ７８ 号 
   平成 ３ 年 ４月 ２日自治企一第 ３７ 号 
   平成 ７ 年 ６月１５日自治企一第 ５５ 号 
   平成１０年１０月 ５日自治企一第 ８８ 号 
   平成２１年  ４月 １日総財公第 ４０ 号 

            平成２３年 ８月３０日総財公第１０３号 
平成２４年 １月２７日総財公第 １１ 号 

 
 地方公営企業法（昭和２７年８月１日法律第２９２号。以下「法」という。）、

地方公営企業法施行令（昭和２７年９月３日政令第４０３号。以下「施行令」

という。）、地方公営企業法施行規則（昭和２７年９月２９日総理府令第７３号。

以下「施行規則」という。）、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

１９年６月２２日法律第９４号。以下「健全化法」という。）、地方公共団体の
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改正 昭和２８年 ３月２６日自乙発第２０９号 
   昭和２８年１２月 ２日自乙発第８８５号 
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   昭和５１年１１月２６日自治企一第１６９号 
   昭和５８年 １月１７日自治企一第 ２ 号 
   昭和６１年 ５月３０日自治企一第 ６２ 号 
   平成 元 年 ７月１２日自治企一第 ７８ 号 
   平成 ３ 年 ４月 ２日自治企一第 ３７ 号 
   平成 ７ 年 ６月１５日自治企一第 ５５ 号 
   平成１０年１０月 ５日自治企一第 ８８ 号 
   平成２１年 ４月 １日総財公第 ４０ 号 
   平成２３年 ８月３０日総財公第１０３号 
 

 
 地方公営企業法（昭和２７年８月１日法律第２９２号。以下「法」という。）、

地方公営企業法施行令（昭和２７年９月３日政令第４０３号。以下「施行令」

という。）、地方公営企業法施行規則（昭和２７年９月２９日総理府令第７３号。

以下「施行規則」という。）、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

１９年６月２２日法律第９４号。以下「健全化法」という。）、地方公共団体の

別 紙 
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財政の健全化に関する法律施行令（平成１９年１２月２８日政令第３９７号。

以下「健全化法施行令」という。）及び地方公共団体の財政の健全化に関する法

律施行規則（平成２０年２月５日総務省令第８号。以下「健全化法施行規則」

という。）に基づく地方公営企業の運営に係る関係法令の取扱いについては、下

記事項に十分留意のうえ、適切に運営されるようお願いします。 
 

 
    記 
第一章 地方公営企業法の施行に関する取扱いについて 

第一節 総則に関する事項 
三  法の適用を受ける企業の範囲 

 (五) 法定事業を他の法定事業の附帯事業として行うことは、法第１７条によ

り、施行令第８条の４に掲げる場合を除きできないものであるが、法定事業

以外の事業は、地方財政法施行令（昭和２３年政令第２６７号）第４６条に

掲げる事業であっても、法定事業の附帯事業になりうるものであること。 

 
第三節 財務に関する事項 

一 特別会計の設定及び一般会計等の関係 
(一)～(四)  （略） 

 (五) 長期貸付け 

  地方公共団体は、負担区分に基づく長期の貸付けのほか、一般会計等か

ら地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができるものである

こと（法第１８条の２第１項）。地方公営企業の特別会計は、負担区分に基

づく長期の貸付け以外の長期の貸付けを受けた場合には、適正な利息を一般

会計等に支払わなければならないものであること（法第１８条の２第２項）。

                                   

                                  

                                                                   

                                                           
二 事業年度 （略） 

 
三 計理の方法 

(一) （略） 

(二) 資産、資本及び負債の内容は政令で定めることとしていること（法第２０

条第３項）。すなわち、 

財政の健全化に関する法律施行令（平成１９年１２月２８日政令第３９７号。

以下「健全化法施行令」という。）及び地方公共団体の財政の健全化に関する法

律施行規則（平成２０年２月５日総務省令第８号。以下「健全化法施行規則」

という。）に基づく地方公営企業の運営に係る関係法令の取扱いについては、下

記事項に十分留意のうえ、適切に運営されるようお願いします。 
 

 
    記 
第一章 地方公営企業法の施行に関する取扱いについて 

第一節 総則に関する事項 
三  法の適用を受ける企業の範囲 

 (五) 法定事業を他の法定事業の附帯事業として行うことは、法第１７条によ

り、施行令第８条の４に掲げる場合を除きできないものであるが、法定事業

以外の事業は、地方財政法施行令（昭和２３年政令第２６７号）第３７条に

掲げる事業であっても、法定事業の附帯事業になりうるものであること。 

 
第三節 財務に関する事項 

一 特別会計の設定及び一般会計等の関係 
(一)～(四)  （略） 

 (五) 長期貸付け 

  地方公共団体は、負担区分に基づく長期の貸付けのほか、一般会計等か

ら地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができるものである

こと（法第１８条の２第１項）。地方公営企業の特別会計は、負担区分に基

づく長期の貸付け以外の長期の貸付けを受けた場合には、適正な利息を一般

会計等に支払わなければならないものであること（法第１８条の２第２項）。 

  なお、地方公営企業の特別会計が長期の貸付けを受けた場合においては、

当該貸付けに係る金額に相当する金額を、建設改良に充てるものは借入資本

金として貸借対照表上資本の部へ計上し、営業運転資金に充てるものは固定

負債として貸借対照表上負債の部へ計上するものであること。 
二 事業年度 （略） 

 
三 計理の方法 

(一) （略） 

(二) 資産、資本及び負債の内容は政令で定めることとしていること（法第２０

条第３項）。すなわち、 
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１ 資産は、固定資産、流動資産及び繰延資産に区分するものであり（施

行令第１４条）、固定資産とは有形固定資産（土地   、建物、構築物、

機械及び装置、船舶及び水上運搬具、鉄道車両・自動車その他の陸上運搬

具、工具・器具及び備品、リース資産、建設仮勘定等）、無形固定資産 

（      営業権、借地権、地上権、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、

鉱業権、漁業権、ソフトウェア、リース資産等）及び投資その他の資産（投

資有価証券（１年内に満期の到来する有価証券を除く。）、出資金、   

                  長期貸付金、基金、長期前払消費

税、破産更生債権等（１年内に弁済を受けることができないことが明らか

なもの）等）であり、流動資産とは現金及び預金、売買目的有価証券及び

１年内に満期の到来する有価証券、受取手形、未収金、たな卸資産、前払

金、前払費用（１年 内に費用となるべきもの）、未収収益（１年内に対

価の支払を受けるべきもの）等であり、繰延資産とは鉄道に係る災害によ

る損失  であること（施行令第１４条及び第２５条第１項並びに施行規

則第５条）。 

２ 資本   は、                        

                               資本

金及び剰余金に区分し                       

                                  

                                  

                                                                   

                                   、剰余金は、

資本剰余金（         再評価積立金、受贈財産評価額、寄付金等）及び

利益剰余金（積立金、未処分利益剰余金）に区分するものとすること（施

行令第１５条第１項及び施行規則第６条）。 

３ 負債は                                             、固定負債

（       企業債（１年内に償還期限の到来するものを除く。）、他

会計借入金（１年内に返済期限の到来するものを除く。）、引当金（資産に

係る引当金及び流動負債に属する引当金を除く。）、リース債務（流動負債

に属するもの以外のもの）等）、流動負債（一時借入金、企業債（１年内

に償還期限の到来するもの）、他会計借入金（１年内に返済期限の到来す

るもの）、未払金又は預り金、未払費用（１年内に対価の支払をすべきも

の）、前受金、前受収益（１年内に収益となるべきもの）、引当金（資産に

係る引当金及び１年内に使用されないと認められるものを除く。）、リース

債務（１年内に期限が到来するもの）等）及び繰延収益（長期前受金）に

１ 資産は、固定資産、流動資産及び繰延勘定に区分するものであり（施

行令第１４条）、固定資産とは有形固定資産（土地、立木、建物、構築物、 

                   車両、機械設備、       

           備品、     建設仮勘定等）、無形固定資産

（水利権、営業権                             

                       等）及び投資    資産（  

                         出資金、前払費用

（１年以内に費用となるものを除く。）、長期貸付金           

                                  

     等）であり、流動資産とは現金、預金、貯蔵品、製品、    

                     未収金、         

   前払費用（１年以内に費用となる  もの）、前払金        

                 等であり、繰延勘定とは企業債発行差金、試

験研究費等であること                        

    。 

２ 資本の金額は、資産の金額から負債（建設又は改良に要する経費に充

てるために発行する企業債は含まない。）の金額を控除した額とし、資本

金及び剰余金に分け、さらに資本金は、自己資本金（法適用の際におけ

る当該地方公営企業の固有の資本金のほか、法第１７条の２第１項又は

法第１８条第１項の規定に基づく出資及び施行令第２５条第１項及び第

２項の規定による組入額）及び借入資本金（建設又は改良に要する資金

に充てるための企業債及び一般会計等からの長期借入金）に、剰余金は、

資本剰余金（工事寄附金、再評価積立金          等）及び

利益剰余金（企業経営上の利益金   ）に区分するものとすること（施

行令第１５条            ）。 

３ 負債は、欠損金処理のための企業債及びその他の負債とし、固定負債

（欠損金処理のための企業債                  、他

会計借入金                     、引当金    

                                    

                     等）及び流動負債（一時借入金        

                                                      

      、未払金、                                

   、前受金、預り金                                                

                                                      

                                          等）               に
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区分するものとすること（施行令第１５条第２項及び施行規則第７条）。

(三) 会計処理の原則は、いわゆる企業会計原則に採用された一般原則すなわ

ち、真実性の原則、正規の簿記の原則、資本取引と収益取引との区分の原則、

明瞭性の原則、継続性の原則及び安全性の原則を地方公営企業においても採

用するものであること（施行令第９条）。 

  このような原則に従って前記の資産、資本及び負債の増減及び異動を仕

訳記帳するための計算区分として勘定科目を採用するものであって、勘定の

分類は、損益計算書、貸借対照表の作成を標準として損益勘定（収益及び費

用）、資産勘定（固定資産、流動資産及び繰延資産）、資本勘定（資本金及び

剰余金）、負債勘定（固定負債、 流動負債及び繰延収益）及びその他の整

理勘定を設けることとし、勘定科目の区分は、施行規則第２章及び別表第１

号の定めるところにより、管理者が会計規程によって定めるものであること

（施行令第１６条）。 

(四) 整理勘定（いわゆる中間勘定）としては、企業の施設の建設及び改良に

伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購

入、保管又は運搬に要する経費の計算及びこれらの費用の振替過程を明らか

にするものである（施行令第１６条第４項）から、貯蔵物品（用品）勘定、

工事勘定、工場勘定、関連勘定（二以上の事業を通じて一の特別会計を設け

て経理する場合）等が予想されるものであること。 

  また、消費税及び地方消費税に相当する額については、消費税額を納め

る義務が免除される者を除き、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費

税及び地方消費税勘定によって整理するものであること（施行規則第１９

条）。 

(五) 年度所属区分 （略） 
 

四 料金 （略） 
 
五 企業債 

(一) （略） 
(二) 企業債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しよ

うとする地方公共団体（(三) に掲げるものを除く。）は、総務大臣又は都道

府県知事に協議しなければならないものであること（地方財政法第５条の

３第１項）。 

(三)   実質公債費比率が地方財政法施行令第４条で定める数値未満である地方

公共団体（実質赤字額が同令第５条で定める額を超えるもの、連結実質赤

区分するものとすること（施行令第１５条                     ）。 

(三) 会計処理の原則は、いわゆる企業会計原則に採用された一般原則すなわ

ち、真実性の原則、正規の簿記の原則、資本取引と収益取引との区分の原則、

明瞭性の原則、継続性の原則及び安全性の原則を地方公営企業においても採

用するものであること（施行令第９条）。 

  このような原則に従って前記の資産、資本及び負債の増減及び異動を仕

訳記帳するための計算区分として勘定科目を採用するものであって、勘定の

分類は、損益計算書、貸借対照表の作成を標準として損益勘定（収益及び費

用）、資産勘定（固定資産、流動資産及び繰延勘定）、資本勘定（資本金及び

剰余金）、負債勘定（固定負債及び流動負債      ）及びその他の整

理勘定を設けることとし、勘定科目の区分は、施行規則     別表第１

号の定めるところにより、管理者が会計規程によって定めるものであること

（施行令第１６条）。 

(四) 整理勘定（いわゆる中間勘定）としては、企業の施設の建設及び改良に

伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購

入、保管又は運搬に要する経費の計算及びこれらの費用の振替過程を明らか

にするものである（施行令第１６条第４項）から、貯蔵物品（用品）勘定、

工事勘定、工場勘定、関連勘定（二以上の事業を通じて一の特別会計を設け

て経理する場合）等が予想されるものであること。 

  また、消費税及び地方消費税に相当する額については、消費税額を納め

る義務が免除される者を除き、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費

税及び地方消費税勘定によって整理するものであること（施行規則第１０

条）。 

(五) 年度所属区分 （略） 
 

四 料金 （略） 
 
五 企業債 

(一) （略） 
(二) 企業債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しよ

うとする地方公共団体             は、総務大臣又は都道

府県知事に協議しなければならないものであること（地方財政法第５条の

３第１項）。 
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字額が同令第６条で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が同令第７

条で定める額を超えるものを除く。）であって、当該地方公共団体が起こす

当該年度の地方債のうち地方財政法第５条の３第３項各号に掲げる地方債

の合計額が同令第８条で定める額を超えないものは、公的資金以外の資金

をもって企業債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした企業債の

起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、次に掲

げる公営企業に係る企業債を除き、(二)の協議をすることを要しないもので

あること（地方財政法第５条の３第３項）。 

１ 地方公営企業及び地方公営企業以外の企業で法の規定の全部又は一部

を適用するもので、地方財政法施行令第１５条第１項により算定した当該

年度の前年度の資金の不足額が同条第２項により算定した額を超えるも

の。 

２ １に掲げるもののほか、地方財政法施行令第４６条に規定する公営企

業のうち同令第１６条第１項により算定した当該年度の前年度の資金の

不足額が同条第２項により算定した額を超えるもの。 

         この場合において、協議をしないときは、あらかじめ、企業債の起債の

目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法等を総務大臣又は都

道府県知事に届け出なければならないものであること（地方財政法第５条

の３第６項）。 

(四)  （略） 

(五) 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団

体（(四)に掲げるものを除く。）は、当該公営企業に要する経費の財源とする

企業債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようと

する場合は、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないもの

であること（地方財政法第５条の４第３項）。 

１ 地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の

企業で法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金がある

もの及び当該年度において新たに法の規定の全部又は一部を適用したも

ので、地方財政法施行令第２６条第１項により算定した当該年度の前年度

の資金の不足額が同条第２項により算定した額以上であるもの。 

２ １に掲げるもののほか、地方財政法施行令第４６条に規定する公営企

業のうち同令第２７条第１項により算定した当該年度の前年度の資金の

不足額が同条第２項により算定した額以上であるもの。 

(六) （略） 

六 予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)  （略） 

(四) 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団

体（(三)に掲げるものを除く。）は、当該公営企業に要する経費の財源とする

企業債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようと

する場合は、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないもの

であること（地方財政法第５条の４第３項）。 

１ 地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の

企業で法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金がある

もの及び当該年度において新たに法の規定の全部又は一部を適用したも

ので、地方財政法施行令第１９条第１項により算定した当該年度の前年度

の資金の不足額が同条第２項により算定した額以上であるもの。 

２ １に掲げるもののほか、地方財政法施行令第３７条に規定する公営企

業のうち同令第２０条第１項により算定した当該年度の前年度の資金の

不足額が同条第２項により算定した額以上であるもの。 

(五) （略） 

六 予算 
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(一)  （略） 

(二) 地方公営企業の予算が官公庁予算に比し極めて弾力性に富む概括的な形

成を採るに伴い、議会の議決を求める場合には予算とともに予算に関する説

明書、すなわち、予算の実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費

明細書、継続費に関する調書、債務負担行為に関する調書並びに当該事業年

度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照

表をも併せて提出することとしているものであること（法第２５条及び施行

令第１７条の２第１項）。 

１ 予算に記載すべき事項は、施行令第１７条第１項に掲げる （ⅰ）業

務の予定量 （ⅱ）予定収入及び予定支出の金額 （ⅲ）継続費 （ⅳ）

債務負担行為 （ⅴ）企業債 （ⅵ）一時借入金の限度額 （ⅶ）予定支

出の各項の経費の金額の流用 （ⅷ）議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費 （ⅸ）一般会計等からの補助金 （ⅹ）利益剰余金の

処分 （ⅹⅰ）たな卸資産購入限度額 （ⅹⅱ）重要な資産の取得及び処

分であり、予算様式については、施行規則別記第１号様式に定められてい

る（施行令第１７条第３項及び施行規則第４５条）が、その内容は次に掲

げるところによるものであること。 

(１)～(３) （略） 

(４) 収益的支出については、引当金繰入、減価償却費、たな卸資産減耗

損、固定資産除却損及び繰延資産償却費等現金の支出を伴わないものも

含まれるものである                        

                                                              

                                                               

                                                                こ

と。 

(５) 収益的収入及び収益的支出には、営業収益若しくは営業外収益又は

営業費用、営業外費用若しくは予備費のほか、固定資産売却益、固定資

産売却損、減損損失若しくは災害による損失又は過年度損益修正事項に

属する収益又は費用等（その金額が少額のもので当年度の損益に著しい

影響を与えないものとして営業収益若しくは営業外収益又は営業費用

若しくは営業外費用に整理されるものを除く。）を含むものであり、こ

れらの収益又は費用については、特別利益又は特別損失として予算に計

上すべきものであること。 

(６)～(10) （略） 

(11) 資本的支出には、建設改良費、企業債償還金及び一般会計等からの

(一)  （略） 

(二) 地方公営企業の予算が官公庁予算に比し極めて弾力性に富む概括的な形

成を採るに伴い、議会の議決を求める場合には予算とともに予算に関する説

明書、すなわち、予算の実施計画、資金計画          、給与費

明細書、継続費に関する調書、債務負担行為に関する調書並びに当該事業年

度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照

表をも併せて提出することとしているものであること（法第２５条及び施行

令第１７条の２第１項）。 

１ 予算に記載すべき事項は、施行令第１７条第１項に掲げる （ⅰ）業

務の予定量 （ⅱ）予定収入及び予定支出の金額 （ⅲ）継続費 （ⅳ）

債務負担行為 （ⅴ）企業債 （ⅵ）一時借入金の限度額 （ⅶ）予定支

出の各項の経費の金額の流用 （ⅷ）議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費 （ⅸ）一般会計等からの補助金 （ⅹ）利益剰余金の

処分 （ⅹⅰ）たな卸資産購入限度額 （ⅹⅱ）重要な資産の取得及び処

分であり、予算様式については、施行規則別表第５号  に定められてい

る（施行令第１７条第３項          ）が、その内容は次に掲

げるところによるものであること。 

(１)～(３) （略） 

(４) 収益的支出については、      減価償却費、たな卸資産減耗

損、固定資産除却損及び繰延勘定償却費等現金の支出を伴わないものも

含まれるものであるが、当該年度に現金が支出されるものであっても、

その支出の効果が将来の事業年度に影響するような営業経費（開発費、

試験研究費等）について、繰延勘定として整理することとしたものにつ

いては収益的支出として計上されないことに留意すべきものであるこ

と。 

(５) 収益的収入及び収益的支出には、営業収益若しくは営業外収益又は

営業費用、営業外費用若しくは予備費のほか、固定資産売却益、固定資

産売却損若しくは臨時損失       又は過年度損益修正事項に

属する収益又は費用等（その金額が少額のもので当年度の損益に著しい

影響を与えないものとして営業収益若しくは営業外収益又は営業費用

若しくは営業外費用に整理されるものを除く。）を含むものであり、こ

れらの収益又は費用については、特別利益又は特別損失として予算に計

上すべきものであること。 

(６)～(10) （略） 

(11) 資本的支出には、建設改良費及び企業債償還金          
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長期借入金償還金のほか出資金、貸付金等を計上するものであるが、繰

延資産として整理することとする支出で現金の支払を伴うものも計上

するものであること。 

(12)～(21) （略） 

２ 予算の実施計画の様式は、施行規則別記第２号様式のとおりであるこ

と（施行規則第４６条第１項）。 

  なお、二以上の事業を通じて一の特別会計により経理する場合の実施

計画は、施行規則別記第２号様式に準じて作成すること。 

３ 予定キャッシュ・フロー計算書は、決算のキャッシュ・フロー計算書

の様式（施行規則別記第１５号様式）に準じて作成すること（施行規則第

４６条第２項）。 

  業務活動によるキャッシュ・フローの区分には、サービスの提供等に

よる収入、原材料、商品又はサービスの購入による支出等、投資活動及び

財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを、投資活動によるキャッ

シュ・フローの区分には、地方公営企業の通常の業務活動の実施の基礎と

なる固定資産の取得及び売却、投資資産の取得及び売却等によるキャッシ

ュ・フローを、財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、増減資に

よる資金の収入・支出及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達

及び返済によるキャッシュ・フローを記載すること。 

４ 給与費明細書の様式は、施行規則別記第３号様式のとおりであること

（施行規則第４６条第１項）。なお、同様式中「賃金」の欄には常時勤務

に服することを要する職員に支弁される賃金を記載し、かつ、当該職員に

係る付加給及び法定福利費はそれぞれ「手当」及び「法定福利費」の欄に

記載するものであること。 

５ 継続費に関する調書及び債務負担行為に関する調書の様式は、それぞ

れ施行規則別記第４号様式及び第５号様式のとおりであること（施行規則

第４６条第１項）。 

６ 予定損益計算書及び予定貸借対照表は、決算の損益計算書及び貸借対

照表の様式（施行規則別記第１０号様式及び第１３号様式）に準じて作成

するものであること（施行規則第４６条第３項）。 

(三)・(四) （略） 

(五) 地方公営企業においては、予算の会計年度独立の原則の例外として、次

に掲げるところにより予算の繰越使用が認められるものであること。 

１ 地方公営企業の経費をもって支弁する事件で数年を期してその経費を

支出すべきものは、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割

        のほか出資金、貸付金等を計上するものであるが、繰

延勘定として整理することとする支出で現金の支払を伴うものも計上

するものであること。 

(12)～(21) （略） 

２ 予算の実施計画の様式は、施行規則別表第６号  のとおりであるこ

と            。 

  なお、二以上の事業を通じて一の特別会計により経理する場合の実施

計画は、施行規則別表第６号様式に準じて作成すること。 

３ 資金計画の様式は、施行規則別表第８号のとおりであること。 

  受入資金としては、営業収益、営業外収益、特別利益、固定資産売却

代金、企業債、出資金、一般会計等からの長期借入金、一般会計等への長

期貸付金償還金、補助金、工事負担金、前年度以前の未収収益、同未収金

等が予想され、支払資金としては、営業費用、営業外費用、特別損失、建

設改良費、企業債償還金、一般会計等からの長期借入金償還金、一般会計

等への長期貸付金、前年度以前の未払費用、同未払金等が予想されるもの

であること。 

 

 

 

４ 給与費明細書の様式は、施行規則別表第８号の２のとおりであること 

            。なお、同様式中「賃金」の欄には常時勤務に

服することを要する職員に支弁される賃金を記載し、かつ、当該職員に係

る付加給及び法定福利費はそれぞれ「手当」及び「法定福利費」の欄に記

載するものであること。 

５ 継続費に関する調書及び債務負担行為に関する調書の様式は、それぞ

れ施行規則別表第８号の３及び第８号の４のとおりであること      

        。 

６ 予定損益計算書及び予定貸借対照表は、決算の損益計算書及び貸借対

照表の様式（施行規則別表第１１号及び第１４号    ）に準じて作成

するものであること            。 

(三)・(四) （略） 

(五) 地方公営企業においては、予算の会計年度独立の原則の例外として、次

に掲げるところにより予算の繰越使用が認められるものであること。 

１ 地方公営企業の経費をもって支弁する事件で数年を期してその経費を

支出すべきものは、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割
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額を定め、継続費とすることができるのであるが、この継続費については、

管理者は、毎事業年度の支出予定額のうち当該年度内に支払義務が生じな

かったものを、継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができ

るものであること。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、

施行規則別記第６号   様式の継続費繰越計算書をもって翌事業年度

の５月３１日までに報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長

は、次の議会においてこの旨を報告しなければならないものであること

（地方自治法第２１２条、施行令第１８条の２第１項及び第３項）。 

２・３ （略） 

４ ２及び３に掲げるところにより予算を繰越使用する場合、管理者は、

施行規則別記第８号 様式の繰越計算書（継続費に係るものにあっては、

施行規則別記第６号の  様式の継続費繰越計算書）をもって翌事業年度

の５月３１日までに地方公共団体の長に報告し、当該地方公共団体の長

は、次の会議において、その旨を議会に報告しなければならないものであ

ること（法第２６条第３項及び施行令第１９条）。 

七 出納 （略） 

 
八 一時借入金 （略） 
 

十三及び十四へ移動 ←

 
九 決算 

(一)～(三) （略） 

(四) 決算の対象は、現金の収支のみならず、各種の資産、資本及び負債の増

減にまで及ぶものであるから、決算には企業会計における財務諸表とほとん

ど同一の決算諸表を必要とするものであって、すなわち(１)当該年度の予算の

区分に従って作成した決算報告書、(２)損益計算書、(３)剰余金計算書又は欠損

金計算書、(４)剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書、(５)貸借対照表（法第

３０条第７項）を主要な内容とし、そのほか、前に述べた事業報告書、キャ

ッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書

（施行令第２３条）を附属書類としているものであること。当該年度の予算

の区分に従って作成した決算報告書とは、発生主義会計方式を採用している

以上、一見無意味に思われるものであるが、地方公営企業であるからには予

算に対し決算がどのようになされているかということを明示する必要性か

ら作成されるものであるに対し、(２)から(５)までは純粋に経済的必要性から作

額を定め、継続費とすることができるのであるが、この継続費については、

管理者は、毎事業年度の支出予定額のうち当該年度内に支払義務が生じな

かったものを、継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができ

るものであること。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、

施行規則別表第８号の５の様式の継続費繰越計算書をもって翌事業年度

の５月３１日までに報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長

は、次の議会においてこの旨を報告しなければならないものであること

（地方自治法第２１２条、施行令第１８条の２第１項及び第３項）。 

２・３ （略） 

４ ２及び３に掲げるところにより予算を繰越使用する場合、管理者は、

施行規則別表第９号の様式の繰越計算書（継続費に係るものにあっては、

施行規則別表第８号の５の様式の継続費繰越計算書）をもって翌事業年度

の５月３１日までに地方公共団体の長に報告し、当該地方公共団体の長

は、次の会議において、その旨を議会に報告しなければならないものであ

ること（法第２６条第３項及び施行令第１９条）。 

七 出納 （略） 

 
八 一時借入金 （略） 
 
九 引当金及び繰延勘定 
 
十 決算 

(一)～(三) （略） 

(四) 決算の対象は、現金の収支のみならず、各種の資産、資本及び負債の増

減にまで及ぶものであるから、決算には企業会計における財務諸表とほとん

ど同一の決算諸表を必要とするものであって、すなわち(１)当該年度の予算の

区分に従って作成した決算報告書、(２)損益計算書、(３)剰余金計算書又は欠損

金計算書、(４)剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書、(５)貸借対照表（法第

３０条第７項）を主要な内容とし、そのほか、前に述べた事業報告書    

                    、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書

（施行令第２３条）を附属書類としているものであること。当該年度の予算

の区分に従って作成した決算報告書とは、発生主義会計方式を採用している

以上、一見無意味に思われるものであるが、地方公営企業であるからには予

算に対し決算がどのようになされているかということを明示する必要性か

ら作成されるものであるに対し、(２)から(５)までは純粋に経済的必要性から作
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成され、キャッシュ・フロー計算書は現金及び預金の収入・支出を明らかに

するものであり、収益費用明細書は、(１)及び(２)の内訳説明書であり、固定資

産明細書及び企業債明細書は、(５)の内訳説明書であること。これらの様式に

ついては、施行規則別記第９号様式から第１８号様式までに定めており、こ

れらは各種事業会計規則と同様の様式を採用しているものであること。 

(五) （略） 

(六) 管理者は、継続費に係る継続年度（継続費に係る支出予算の金額のうち

法第２６条第１項又は第２項の規定により繰り越したものがある場合には、

その繰り越された年度）が終了した場合においては、施行規則別記第７号  

  様式の継続費精算報告書を作成し、決算等と併せて地方公共団体の長に

提出しなければならないものであること。この場合においては、地方公共団

体の長は、決算の提出と併せて、これを議会に報告しなければならないもの

であること（施行令第１８条の２第２項及び第３項）。 

(七) （略） 

十 剰余金 （略） 

 

十一 資本金の額の減少 （略） 

 

十二 欠損の処理 （略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三 引当金 

(一)  将来の特定の費用又は損失（収益の控除を含む。）であって、その発生が

当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を

合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金とし

成され                                                              

             、収益費用明細書は、(１)及び(２)の内訳説明書であり、固定資

産明細書及び企業債明細書は、(５)の内訳説明書であること。これらの様式に

ついては、施行規則別表第１０号から第１８号   までに定めており、こ

れらは各種事業会計規則と同様の様式を採用しているものであること。 

(五)  （略） 

(六) 管理者は、継続費に係る継続年度（継続費に係る支出予算の金額のうち

法第２６条第１項又は第２項の規定により繰り越したものがある場合には、

その繰り越された年度）が終了した場合においては、施行規則別表第８号の

６の様式の継続費精算報告書を作成し、決算等と併せて地方公共団体の長に

提出しなければならないものであること。この場合においては、地方公共団

体の長は、決算の提出と併せて、これを議会に報告しなければならないもの

であること（施行令第１８条の２第２項及び第３項）。 

(七) （略） 

十一 剰余金 （略） 

 

十二 資本金の額の減少 （略） 

 

十三 欠損の処理 （略） 

 

十四 自己資本金への組み入れ 

(一) 建設又は改良を行うため積み立てた積立金を使用して地方公営企業の建

設又は改良を行った場合においては、その使用した積立金の額に相当する金

額を自己資本金に組み入れなければならないものであること（施行令第２５

条第１項）。 

(二) 企業債償還のための積立金を使用して借入資本金である企業債を償還し

た場合又は利益剰余金の処分として積み立てた積立金を使用して借入資本

金である一般会計等からの長期借入金に相当する金額を償還した場合には、

その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければ

ならないものであること（施行令第２５条第２項）。 

九 引当金及び繰延勘定 

(一) 引当金 

１ 地方公営企業の毎事業年度の損益計算の平準化を図るため、修繕費及

び退職給与金について、あらかじめ引当金の計上ができるものであるが、

これは固定負債として整理するものであること。 
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て予定貸借対照表及び貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき

引当額を費用に計上しなければならないものであること（施行規則第２２

条）。引当金（資産に係る引当金を除く。）のうち、１年内に使用されないと

認められるものは固定負債に、それ以外のものは流動負債に計上するもので

あること。 
（二) 退職給付引当金は、企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日

において繰り入れるべき引当金であって、当該地方公営企業において負担す

べきものに限るものであること。退職給付引当金の算定に当たっては、原則

法（企業職員の退職時に見込まれる退職手当の総額のうち、当該事業年度の

末日までに発生していると認められる額を一定の割引率及び予想される退

職時から現在までの期間に基づき割り引いて計算する方法をいう。）又は簡

便法（当該事業年度の末日において全企業職員（同日における退職者を除

く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手

当の総額による方法をいう。）のいずれにもよることができるものであるこ

と。 
（三） 修繕引当金は、企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通

常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて

計上される引当金をいい、修繕が事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要

性が当該事業年度において確実に見込まれるものに限り計上するものであ

ること。 
（四） 特別修繕引当金は、数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に

備えて計上される引当金をいい、法令上の義務付けがある等修繕費の発生が

合理的に見込まれるものに限り計上するものであること。 
（五） （略） 

十四 繰延資産 

(一)  鉄道事業について、鉄道に係る災害による損失が多額であってその全額

を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当

該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができ

るものであること（施行令第２５条第１項）。 

(二)  (一)の繰延資産は、当該繰延資産を計上した事業年度の翌事業年度以降５

事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならないものであ

ること（施行令第２５条第２項）。 
 
 
 

２ 修繕引当金は、地方公営企業の有形固定資産のうち数年に一度大規模

な修繕を行う資産等につき、いわゆる特別修繕引当金に類するものとして

計上することができるほか、企業の毎事業年度の修繕費の額を平準化させ

る目的をもって、修繕費の執行額があらかじめ定めた予定基準額に満たな

い場合において、その差額を引当金に整理することができるものであるこ

と。この場合の各事業年度の費用として計上すべき基準額は、前者にあっ

ては、当該修繕費を各事業年度に均分した額、後者にあっては、当該事業

年度前数事業年度における修繕費実績額の平均額又は当該企業の当該事

業年度における資産の帳簿原価の一定割合の額等とすることが適当であ

ること。 
３ 退職給与引当金は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少その他経

営上やむを得ない理由によって職員が退職する場合に予想される多数の

退職給与費の発生に備え、あらかじめ各事業年度の費用として計上したも

のを引き当てておくものであるが、この場合における各事業年度において

引き当てるべき額の基準は、当該事業年度末日に在職する全職員が同日付

をもって退職したと仮定した場合における支払うべき退職給与金の金額

から前事業年度末日に在職した職員が同日付をもって退職したと仮定し

た場合における支払うべき退職給与金の金額を控除した金額を基準とす

ることが適当であること。 
 なお、退職給与金については、支出した額を繰延勘定として５事業年

度以内に償却することができるものとされている（施行令第２６条第２項

及び第３項）が、企業経営の安全性を図る意味からは、引当金設定の方法

により資金の留保を図るべきであること。 
４ （略） 

(二) 繰延勘定 

１ 災害によって資産に多額の損失を受け、その全額をその災害のあった

事業年度において負担することができないときは、その損失の全部又は一

部を繰延勘定として整理することができるものであるが、このほか、その

支出の効果が将来の事業年度に及ぶ次に掲げる経費についても、その全部

又は一部を繰延勘定として整理することができるものであること（施行令

第２６条第１項及び第２項並びに施行規則第１０条の２）。 
(１) 企業債発行差金 

(２) 開発費 

(３) 試験研究費 

(４) 退職給与金 
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(三)   (一)の繰延資産を計上するに当たっては、鉄道事業法（昭和６１年法律第

９２号）第２０条第２項の規定により                 
                           あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなけ

ればならないものであるから注意されたいこと。 
 
 
 
 
十五 繰延収益 

(一)  減価償却を行うべき固定資産の取得又は改良に充てるための補助金、負

担金その他これらに類するもの（以下「補助金等」という。）の交付を受け

た場合においては、当該補助金等の相当額を長期前受金勘定をもって繰延収

益として整理しなければならないものであること（施行令第２６条第１項及

び施行規則第２１条第１項）。 

(二)  (一)の繰延収益は、補助金等により取得し又は改良した固定資産の減価償

却若しくは除却を行い、又は減損損失の処理を行う際に、当該固定資産の減

価償却費若しくは残存価額又は減損損失に相当する額に当該固定資産の帳

簿価額に対する繰延収益の額の割合を乗じて得た額を償却しなければなら

ないものであること（施行令第２６条第２項及び施行規則第２１条第２項）。

（三） 固定資産の取得又は改良に充てるために発行した企業債の元金の償還に

要する資金（当該資金に係る企業債の元金に要する資金を含む。）に充てる

ため、一般会計等から繰入れを行った場合においては、当該繰入金の額につ

(５) 控除対象外消費税額 

２ 繰延勘定として整理した場合においては、企業債発行差金については、

当該企業債の償還期限内、その他の営業経費については当該繰延勘定を設

けた事業年度の翌事業年度以降５事業年度以内、控除対象外消費税額につ

いては当該繰延勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降２０事業年度以

内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならないものであること（施

行令第２６条第３項及び施行規則第１０条の２第２項）。 
３ 退職給与金を繰延勘定として整理することができる場合は、職制若し

くは定数の改廃又は予算の減少その他経営上やむを得ない事由による退

職職員が多く、これに伴い退職給与金の支給額が多額であって当該事業年

度において負担することができないと認められる場合であるが、企業経営

の安定性を図る意味からは、引当金設定の方法により資金の留保を図るべ

きであること。 
４ 災害による臨時巨額の損失及び退職給与金を繰延勘定として整理する

ことについて、各事業法の定めるところにより監督官庁の許可を受けなけ

ればならない事業にあっては、あらかじめ監督官庁   の許可を受けなけ

ればならないものであるから注意されたいこと。 
５ 控除対象外消費税額を繰延勘定として整理することができる場合は、

原則として病院事業等経常的に控除対象外消費税額が生ずる事業で、当該

額を繰り延べなければ損益に大きな影響を与えると認められる場合であ

ること。 
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いて、補助金等の例により整理するものとすること。ただし、各事業年度に

おける当該固定資産の減価償却額と当該一般会計等からの繰入金の額との

差額が重要でないときは、この限りでないこと（施行規則第２１条第３項）。

十六 リース取引に係る会計処理 
(一) ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準

じて会計処理を行い、オペレーティング・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものであること。 

(二) (１)ファイナンス・リース取引（リース契約上の諸条件に照らしてリース

物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。）におけるリー

ス物件の借主が法第２条第１項各号に掲げる事業であって、施行令第８条の

２各号に掲げる事業以外のもの（管理者を置かないことができる企業である

とき）、又は(２)リース物件の重要性が乏しいものであるときについては、事

務負担の軽減の観点から、ファイナンス・リース取引であっても、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができるものであること

（施行規則第５５条）。 

 

十七 資産の再評価 （略） 

 

十八 資産等の評価基準 

(一) 地方公営企業の資産は、原則としてその取得原価又は出資した金額をも

って帳簿価額としなければならないものであること（施行規則第８条第１

項）                             。すな

わち取得原価主義を建前として、評価するものであること。 

  取得原価とは、資産の取得又は製造等のために要した金額のことをいい、

資産の種類や取得の形態に応じて算定方法が異なるものであること。譲与、

贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価

とするものであること（施行規則第８条第２項）。 

(二) 次に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額として

それぞれに定める価格を付さなければならないものであること（施行規則第

８条第３項）。 

１ ３及び４以外の資産であって、事業年度の末日における時価がその時

の帳簿価額より著しく低いもの 事業年度の末日における時価 

２ 固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない

減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきもの その時の帳簿価額か

ら当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十五 資産の再評価 （略） 

 

十六 資産 の評価基準 

(一) 地方公営企業の固定資産の帳簿原価はすべて取得に要した価額又は出資

した金額とし、たな卸資産の帳簿価額は購入又は製作若しくは生産に要した

価額とすること（施行規則第３条第１項本文及び第４条第１項本文）。すな

わち取得原価主義を建前として、評価するものであること。 

  この場合の取得に要した価額にはこの資産を取得するために要した直接

の経費はすべて含まれるもので、例えば、材料購入の際の運搬費のごときも

のも加算されるものであること。無償で譲り渡しを受けた資産の価額は、そ

のものの取得年度、損耗度合、時価等を勘案して適正に見積った価額 

にすべきものであること（施行規則第３条第１項ただし書及び第４条第１項

ただし書）。 
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３ たな卸資産であって、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価

額より低いもの 事業年度の末日における時価 

４ 満期まで所有する意図をもって保有する債券以外の有価証券 事業年

度の末日における時価 

(三) 固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若

しくは廃棄された場合は、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額  

             を減額しなければならず、たな卸資産が毀損、

変質又は滅失によりその価値が減少した場合は、それらの割合に応じてその

帳簿価額を減額しなければならないものであること（施行規則第９条第１項

及び第１０条  ）。 

  帳簿価額又は帳簿原価を減額すべき場合、その資産が減価償却の対象で

あり、減価償却累計額がある場合は、その対応する累計額を減額すべき帳簿

原価から控除した残額を費用勘定に除却損として計上しなければならない

ものであること。 

  固定資産を撤去した場合、この撤去物件のうち再用品とするものについ

ては当該撤去物件の帳簿価額以内でたな卸資産に振り替えるものであるこ

と（施行規則第９条第２項）。 

                                     

                                                                   

                                                              

(四) 地方公営企業のたな卸資産の受払については、継続記録法によって行う

べきものであること。なお、この整理については特別なものは個別法による

ことも差し支えないのであるが、これ以外の一般たな卸資産については、先

入先出法又は移動平均法によって整理し、しかも、毎年度同一方法で継続し

て行い、特別の事由がなければみだりに変更してはならないものであること

（施行規則第１１条）。 

  たな卸資産の実地たな卸は毎年１回以上必ず実行し、その帳簿価額の正

確を期すべきものであり、その回数方法等については企業管理規程で定めて

励行すべきものであること。 

(五) 債権については、その取得原価が債権金額と異なる場合その他相当の理

由がある場合には、適正な価格を付すことができるものであること（施行規

則第８条第６項）。 

(六) 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は

適正な価格を付すことができるものであること（施行規則第８条第７項）。

１ 事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低い資産 

 

 

 

 

  固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若

しくは廃棄された場合は、    それらの割合に応じてその帳簿価額又は

帳簿原価及び減価償却累計額を減額しなければならず、たな卸資産がき損、

変質又は滅失によりその価値が減少した場合は、それらの割合に応じてその

帳簿価額を減額しなければならないものであること（施行規則第３条第２項

及び第４条第２項）。 

  帳簿価額又は帳簿原価を減額すべき場合、その資産が減価償却の対象で

あり、減価償却累計額がある場合は、その対応する累計額を減額すべき帳簿

原価から控除した残額を費用勘定に除却損として計上しなければならない

ものであること。 

  固定資産を撤去した場合、この撤去物件のうち再用品とするものについ

ては当該撤去物件の帳簿価額以内でたな卸資産に振り替えるものであるこ

と（施行規則第３条第３項）。 

  なお、たな卸資産のうち販売を目的として所有する土地については、事

業年度の末日における時価が帳簿価額より低い場合には、時価をもって帳簿

価額とすることができるものであること（施行規則第４条第３項）。 

(二) 地方公営企業のたな卸資産の受払については、継続記録法によって行う

べきものであること。なお、この整理については特別なものは個別法による

ことも差し支えないのであるが、これ以外の一般たな卸資産については、先

入先出法又は移動平均法によって整理し、しかも、毎年度同一方法で継続し

て行い、特別の事由がなければみだりに変更してはならないものであること

（施行規則第５条）。 

  たな卸資産の実地たな卸は毎年１回以上必ず実行し、その帳簿価額の正

確を期すべきものであり、その回数方法等については企業管理規程で定めて

励行すべきものであること。 
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２ １のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付

すことが適当な資産 

(七) 地方公営企業の負債は、原則として、債務額をもって帳簿価額としなけ

ればならないものであること（施行規則第１２条第１項）。 

 退職給付引当金等の引当金及び払込みを受けた金額が債務額と異なる企

業債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければなら

ないものであること（施行規則第１２条第２項）。 

 事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当

な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格

を付すことができること（施行規則第１２条第３項）。 

十九 減価償却 

(一) 地方公営企業の固定資産は、土地、立木及び建設仮勘定を除いては必ず

減価償却を行い、その減価償却費は損益勘定中の費用に計上すべきものであ

ること（施行規則第１３条本文）。 

(二) この減価償却をすべき資産のうち管理者の   定めるものを取替資産

とすることができるものであること（施行規則第１３条ただし書）。 

(三) 有形固定資産の減価償却は定額法又は定率法（平成１０年４月１日以後

に取得した建物にあっては、定額法）の方法をもって行い、無形固定資産の

減価償却は定額法によって行うものであること。なお、同一事業の中で、資

産の種類により、減価償却の方法を異にして償却を行うときは、建物、機械

装置等の施行規則別表第２号に定める種類の区分ごと（建物にあっては、平

成１０年４月１日以後に取得したものを除く。）に行い、定額法又は定率法

のいずれの方法によるべきかは、資産の性質を十分考慮して定めるべきもの

であること（施行規則第１４条第１項）。 

(四) 取替資産の減価償却は、これらの方法によらず、取替法によって行うこ

とができるものであること（施行規則第１４条第２項）。 

(五) 法定事業及び病院事業以外の事業について、有形固定資産の減価償却を

定額法又は定率法によって行い難い特別の理由があるときは、管理者は、別

に減価償却の方法を定めることができるものであること。この場合の減価償

却の方法としては、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、

当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならず、有料道路事

業のごとく、その性質上、定額法又は定率法以外の方法による減価償却を行

うことが適当と考えられる場合がある事業について、客観的に妥当と認めら

れる範囲において特例的に認められる利用高比例法等が予想されるもので

あること（施行規則第１４条第３項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七 減価償却 

(一) 地方公営企業の固定資産は、土地、立木及び建設仮勘定を除いては必ず

減価償却を行い、その減価償却費は損益勘定中の費用に計上すべきものであ

ること（施行規則第６ 条本文）。 

(二) この減価償却をすべき資産のうち企業管理規程で定めるものを取替資産

とすることができるものであること（施行規則第６ 条ただし書）。 

(三) 有形固定資産の減価償却は定額法又は定率法（平成１０年４月１日以後

に取得した建物にあっては、定額法）の方法をもって行い、無形固定資産の

減価償却は定額法によって行うものであること。なお、同一事業の中で、資

産の種類により、減価償却の方法を異にして償却を行うときは、建物、機械

装置等の施行規則別表第２号に定める種類の区分ごと（建物にあっては、平

成１０年４月１日以後に取得したものを除く。）に行い、定額法又は定率法

のいずれの方法によるべきかは、資産の性質を十分考慮して定めるべきもの

であること（施行規則第７ 条第１項）。 

(四) 取替資産の減価償却は、これらの方法によらず、取替法によって行うこ

とができるものであること（施行規則第７ 条第２項）。 

(五) 法定事業及び病院事業以外の事業について、有形固定資産の減価償却を

定額法又は定率法によって行い難い特別の理由があるときは、管理者は、別

に減価償却の方法を定めることができるものであること。この場合の減価償

却の方法としては、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、

当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならず、有料道路事

業のごとく、その性質上、定額法又は定率法以外の方法による減価償却を行 

うことが適当と考えられる場合がある事業について、客観的に妥当と認めら

れる範囲において特例的に認められる利用高比例法等が予想されるもので

あること（施行規則第７ 条第３項）。 
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(六)  （略） 

(七) 有形固定資産の減価償却は、資産の帳簿原価の１００分の５に相当する

金額に達するまで行い、無形固定資産の減価償却は、帳簿価額がなくなるま

で行うものであること（施行規則第１５条第１項ただし書及び第１６条第１

項）。ただし、次に掲げる有形固定資産については、帳簿原価の１００分の

５に相当する金額に達するまで減価償却を行った後においてなお事業の用

に供されている場合には、その帳簿原価の１００分の５に相当する金額に達

した翌事業年度から、その有形固定資産が使用不能となる  と認められる

事業年度までの各事業年度において、帳簿価額が１円に達するまで減価償却

を行うことができるものであること（施行規則第１５条第３項）。 

１・２ （略） 

(八) 償却資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則別表第２号又は別表第

３号に定める耐用年数に応じ、定額法によって行う場合には、その資産の帳

簿原価の１００分の９０に相当する額（無形固定資産にあっては当該帳簿原

価）に、定率法によって行う場合には当該事業年度開始の時における帳簿価

額に施行規則別表第４号に掲げる償却率を乗じて算出した金額とするもの

であること（施行規則第１５条第１項及び第１６条第１項）。ただし、施行

規則別表第２号又は別表第３号に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」と

いう。）により難い特別の理由として次に掲げる事由のいずれかに該当する

ときは、管理者は、当該有形固定資産の使用可能期間をもって耐用年数とす

ることができるものであること（施行規則第１５条第４項及び第１６条第

３項）。 

１ 当該有形固定資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じく

する他の 償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることによ

り、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。 

２～６ （略） 

(九) 地方公営企業の経営の健全性を確保するために必要がある場合には、直

接営業の用に供する償却資産について、各事業年度の通常の減価償却額に１

００分の５０を超えない範囲内において、企業管理規程で定めた率を乗じた

額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができるものである

こと（施行規則第１５条第２項及び第１６条第２項）。 

（削除） 

 

 

 

(六)  （略） 

(七) 有形固定資産の減価償却は、資産の帳簿原価の１００分の５に相当する

金額に達するまで行い、無形固定資産の減価償却は、帳簿価額がなくなるま

で行うものであること（施行規則第８ 条第１項ただし書及び第９ 条第１

項）。ただし、次に掲げる有形固定資産については、帳簿原価の１００分の

５に相当する金額に達するまで減価償却を行った後においてなお事業の用

に供されている場合には、その帳簿原価の１００分の５に相当する金額に達

した翌事業年度から、その有形固定資産が使用不能となるものと認められる

事業年度までの各事業年度において、帳簿価額が１円に達するまで減価償却

を行うことができるものであること（施行規則第８ 条第３項）。 

１・２ （略） 

 (八) 償却資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則別表第２号又は別表第

３号に定める耐用年数に応じ、定額法によって行う場合には、その資産の帳

簿原価の１００分の９０に相当する額（無形固定資産にあっては当該帳簿原

価）に、定率法によって行う場合には当該事業年度開始の時における帳簿価

額に施行規則別表第４号に掲げる償却率を乗じて算出した金額とするもの

であること（施行規則第８  条第１項及び第  ９条第１項）。ただし、施行

規則別表第２号又は別表第３号に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」と

いう。）により難い特別の理由として次に掲げる事由のいずれかに該当する

ときは、管理者は、当該有形固定資産の使用可能期間をもって耐用年数とす

ることができるものであること（施行規則第８条第５   項及び第９  条第

４項）。 

１ 当該有形固定資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じく

するほかの償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることによ

り、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。 

２～６ （略） 

(九) 地方公営企業の経営の健全性を確保するために必要がある場合には、直

接営業の用に供する償却資産について、各事業年度の通常の減価償却額に１

００分の５０を超えない範囲内において、管理規程  で定めた率を乗じた

額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができるものである

こと（施行規則第８ 条第２項及び第９ 条第２項）。 

(十) 地方公営企業の固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助

金、負担金、その他これらに類する金銭又は物件（物件にあってはその適正

な見積価額をいう。以下「補助金等」という。）で取得したものについては、

その固定資産の取得に要した価額から取得のために充てた補助金等の金額
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（削除） 

 

 

(十) 地方公営企業の固定資産の減価償却は原則として資産を取得した翌年度

から行うものであるが、使用又は取得した当月又は翌月から月割によって減

価償却を行うことも差し支えないものであること（施行規則第１５条第５項

及び第１６条第４項）。 

(十一)  減価償却累計額は、その資産の価額を減額する場合のほか減額してはな

らないものであること（施行規則第１５条第６項）。この場合において一体

として減価償却を行っている有形固定資産を撤去するときは、その撤去の 

         直前の事業年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の

価額の同事業年度末の減価償却の対象となる有形固定資産の総額に対する

割合を乗じて算出した額を、当該撤去する資産に対応する減価償却累計額と

して減額するものであること（施行規則第１５条第７項）。 

 (十二) ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリ

ース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係るリース資産

の減価償却は定額法によって行い、原則として、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零として減価償却費を算定するものであること（施行規則第１７

条）。 

(十三) 投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その種類に従い、(三)から(十

一)までの例により行わなければならないものであること（施行規則第１８

条）。 

(十四)  （略） 

二十 表示 

  予定損益計算書及び損益計算書における損益の表示並びに予定貸借対照表

及び貸借対照表における資産又は負債の表示については、それぞれ施行規則第

２３条から第３４条までの規定によるものであること。 

二十一 注記 

(一) 会計に関する書類（法第２５条の予算に関する説明書並びに法第３０条

第７項の決算について作成すべき書類、同条第１項の決算に併せて提出しな

ければならない書類及び同条第６項の決算を議会の認定に付するに当たっ

て併せて提出しなければならない書類をいう。）には、次に規定する事項の

を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして、(七)及び(八)の本文により

各事業年度の減価償却額を算出することができるものであること（施行規則

第８条第４項及び第９条第３項）。 

(十一) 有形固定資産の減価償却費は帳簿価額から直接控除することなく、減価

償却累計額として毎年度累積していくものであり、無形固定資産の減価償却

費は帳簿価額から直接減額するものであること。 

(十二) 地方公営企業の固定資産の減価償却は原則として資産を取得した翌年

度から行うものであるが、   取得した当月又は翌月から月割によって減

価償却を行うことも差し支えないものであること（施行規則第８条第６項及

び第９条第５項）。 

(十三) 減価償却累計額は、その資産の価額を減額する場合のほか減額してはな

らないものであること（施行規則第８ 条第７項）。この場合において一体

として減価償却を行っている有形固定資産を撤去するときは、その撤去の日

の属する事業年度の直前の事業年度末の減価償却累計額に、その撤去資産の

価額の同事業年度末の減価償却の対象となる有形固定資産の総額に対する

割合を乗じて算出した額を、その撤去   資産に対応する減価償却累計額

として減額するものであること（施行規則第８  条第８項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)  （略） 
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うちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添

付しなければならないものであること（施行規則第３５条）。 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

２ 予定キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書に関する

注記 

３ 予定貸借対照表及び貸借対照表に関する注記 

４ セグメント情報に関する注記 

５ 減損損失に関する注記 

６ リース契約により使用する固定資産に関する注記 

７ 重要な後発事象に関する注記 

８ その他の注記 

(二)  (一)に規定する事項に関する注記の内容については、それぞれ施行規則第

３７条から第４４条までの規定によるものであること。 

二十二 計理状況の報告 

  管理者は、毎月末日をもって試算表その他当該企業の計理状況を明らかに

するために必要な書類                          

    を作成し、翌月２０日までに当該地方公共団体の長に提出しなければなら

ないものであること（法第３１条）。この試算表及び書類   をもって監査

委員の例月検査を受けられたいこと。 

                                  

                                                                    

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                              

                                   

二十三 資産の取得、管理及び処分 （略） 

 

二十四 契約 （略） 

 

二十五 公金の徴収又は収納の委託 （略） 

 

二十六 職員の賠償責任 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八 計理状況の報告 

  管理者は、毎月末日をもって試算表その他当該企業の計理状況を明らかに

するために必要な書類すなわち資金予算表（施行規則第１１条及び別表第２０

号）を作成し、翌月２０日までに当該地方公共団体の長に提出しなければなら

ないものであること（法第３１条）。この試算表及び資金予算表をもって監査

委員の例月検査を受けられたいこと。 

  資金予算表中収入科目には、営業収益、営業外収益、特別利益、固定資産

売却代金、企業債、出資金、一般会計等からの長期借入金、一般会計等への長

期貸付金償還金、補助金、工事負担金、前年度以前の未収収益、同未収金、一

時借入金、前受収益、前受金等が予想され、支出科目には、営業費用、営業外

費用、特別損失、建設改良費、企業債償還金、一般会計等からの長期借入金償

還金、一般会計等への長期貸付金、前年度以前の未払費用、未払金、前払金、

前払費用、仮払金等が予想されるものであること。 

 

十九 資産の取得、管理及び処分 （略） 

 

二十 契約 （略） 

  

二十一 公金の徴収又は収納の委託 （略） 

 

二十二 職員の賠償責任 （略） 

 



－ 18 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の

施行に関する取扱いについて 

第一節 資金不足比率の算定及び公表 

一 資金不足比率の算定 

  資金不足比率とは、次の表に掲げる特別会計の区分に応じ、(一)により算定

した資金の不足額を(二)により算定した事業の規模で除して得た数値をいうも

のであること（健全化法第２２条第２項）。 

  なお、健全化法において、公営企業とは、法適用企業（法第２条の規定に

より法の規定の全部又は一部を適用する企業をいう。以下この節において同

じ。）及び法非適用企業（地方財政法施行令第４６条に規定する公営企業のう

ち法適用企業以外のものをいう。以下この節において同じ。）をいうものであ

り、特別会計を単位として健全化法の適用を受けるものであること。 
  また、資金不足比率は、原則として、当該年度の前年度の決算により算定

を行うものであり、決算によらない算定要素については当該年度の前年度の

末日を基準として算定を行うものであること。 
  なお、法適用企業に係る会計処理の基準が法の規定に基づく命令の制定又

は改廃により変更された場合には、総務省令で、その変更に伴い合理的に必

要と判断される範囲内において、所要の経過措置が講じられるものであるこ

と（健全化法施行令第２８条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の

施行に関する取扱いについて 

第一節 資金不足比率の算定及び公表 

一 資金不足比率の算定 

  資金不足比率とは、次の表に掲げる特別会計の区分に応じ、(一)により算定

した資金の不足額を(二)により算定した事業の規模で除して得た数値をいうも

のであること（健全化法第２２条第２項）。 

  なお、健全化法において、公営企業とは、法適用企業（法第２条の規定に

より法の規定の全部又は一部を適用する企業をいう。以下この節において同

じ。）及び法非適用企業（地方財政法施行令第３７条に規定する公営企業のう

ち法適用企業以外のものをいう。以下この節において同じ。）をいうものであ

り、特別会計を単位として健全化法の適用を受けるものであること。 
  また、資金不足比率は、原則として、当該年度の前年度の決算により算定

を行うものであり、決算によらない算定要素については当該年度の前年度の

末日を基準として算定を行うものであること。 
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(一)  資金の不足額 

Ａ （流動負債の額－次のａからｃまでに掲げる額の合算額             

                                                                 

                       ）＋（建設改良費等以外の経費の財源に充てる

ために起こした地方債の現在高）－（流動資産の額－当該年度の前年度

において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越し

た事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度に

おいて収入された部分に相当する額）－（解消可能資金不足額）（健全化

法施行令第３条第１項第１号及び第１６条） 

ａ 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、流動負債

として整理されているものの額 

ｂ 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金

のうち、流動負債として整理されているものの額 

ｃ 一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に

充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は

他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額 

特別会計の区分 資金の不足額 
の算定方法 

事業の規模 
の算定方法 

法
適
用
企
業 

Ⅰ 宅地造成事業を行わない

もの Ａ Ｅ 

Ⅱ 宅地造成事業のみを行う

もの Ｂ Ｆ 

Ⅲ Ⅰ及びⅡ以外のもの Ｂ Ｅ 

法
非
適
用
企
業 

Ⅰ 宅地造成事業を行わない

もの Ｃ Ｇ 

Ⅱ 宅地造成事業のみを行う

もの Ｄ Ｈ 

Ⅲ Ⅰ及びⅡ以外のもの Ｄ Ｇ 

 

 

(一)  資金の不足額 

Ａ （流動負債の額－一時借入金又は未払金で公営企業の建設改良費に係

るもののうちその支払いに充てるため当該年度において地方債を起こす

こととしているものの額）＋（建設改良費等以外の経費の財源に充てる

ために起こした地方債の現在高）－（流動資産の額－当該年度の前年度

において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越し

た事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度に

おいて収入された部分に相当する額）－（解消可能資金不足額）（健全化

法施行令第３条第１項第１号及び第１６条） 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計の区分 資金の不足額 
の算定方法 

事業の規模 
の算定方法 

法
適
用
企
業 

Ⅰ 宅地造成事業を行わない

もの Ａ Ｅ 

Ⅱ 宅地造成事業のみを行う

もの Ｂ Ｆ 

Ⅲ Ⅰ及びⅡ以外のもの Ｂ Ｅ 

法
非
適
用
企
業 

Ⅰ 宅地造成事業を行わない

もの Ｃ Ｇ 

Ⅱ 宅地造成事業のみを行う

もの Ｄ Ｈ 

Ⅲ Ⅰ及びⅡ以外のもの Ｄ Ｇ 



－ 20 － 

Ｂ～Ｄ （略） 

(二) 事業の規模 

 Ｅ～Ｇ  （略） 
Ｈ  資本の額に相当する額として健全化法施行規則第１９条第２項    

  の規定により算定した額（同項に規定する場合に限る。）＋負債の額

に相当する額として健全化法施行規則第１９条第１項の規定により算定

した額（健全化法施行令第１７条第４号） 
(三) 用語の意義 

１ 流動負債の額とは、施行令第１５条第２項の流動負債の額をいうもの

であること。 

２ 建設改良費等とは、公営企業の建設又は改良に要する経費及びこれに

準ずる経費として地方債に関する省令（平成１８年総務省令第５４号）

第１２条各号に規定する経費をいうものであること（地方財政法施行令

第１５条第１項第１号及び第２号）。 

３～８ （略） 

９ 資本の額とは、施行令第１５条第１項の資本の額をいうものであるこ

と。 
10 負債の額とは、施行令第１５条第２項の負債の額をいうものであるこ

と。 

Ｂ～Ｄ （略） 

 (二) 事業の規模 

Ｅ～ Ｇ  （略） 

Ｈ  資本の額に相当する額として健全化法施行規則第１９条第１項又は第

３項の規定により算定した額              ＋負債の額

に相当する額として健全化法施行規則第１９条第２項の規定により算定

した額（健全化法施行令第１７条第４号） 
(三) 用語の意義 

１ 流動負債の額とは、施行令第１５条第３項の流動負債の額をいうもの

であること。 

２ 建設改良費等とは、     建設又は改良に要する経費及びこれに

準ずる経費として地方債に関する省令（平成１８年総務省令第５４号）

第１２条各号に規定する経費をいうものであること（地方財政法施行令

第１９条第１項第１号及び第２号）。 

３～８ （略） 

９ 資本の額とは、施行令第１５条第２項の資本の額をいうものであるこ

と。 
10 負債の額とは、施行令第１５条第３項の負債の額をいうものであるこ

と。 

 


